
戸田市工事請負業者表彰要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市が発注する工事で工事成績が特に優れている建設業者

を表彰することにより、建設業者の技術の向上を図るとともに、建設工事の

適正な施工を確保することを目的とする。 

（表彰の対象） 

第２条 表彰の対象とする工事は、表彰実施年度の前年度に完成した市が発注

した請負代金額が５００万円以上の工事で、戸田市工事検査実施要綱（平成

２９年告示第２２４号）第１６条第２項に基づく工事成績の総評点が８５点

以上であるものとする。ただし、当該工事の施工業者が当該年度に工事成績

の総評点が７５点未満の工事を施工している場合は、この限りでない。 

２ 継続事業工事にあっては、最終完成年度の翌年度を表彰実施年度とする。 

３ 表彰は、同一業者が施工した工事で、表彰を行うべき工事の数が２以上あ

るときは、そのうち最も優れた工事について行う。 

４ 前項の場合において、工事成績の総評点が同点のときは、設計額の高い工

事について表彰する。 

（対象の除外） 

第３条 表彰の対象となる施工業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、

表彰の対象から除外するものとする。 

(1) 当該年度に、戸田市契約規則（平成元年規則第１４号）第３３条に規定

された違約金を徴収されたもの 

(2) 当該年度及び表彰日までに入札参加停止の処分を受けたもの 

(3) その他表彰することが不適当と認められるもの 

（表彰の区分） 

第４条 表彰の区分は、次のとおりとする。 

(1) 当該年度の表彰 

(2) ３年連続表彰 

(3) ５年連続ごとの表彰 

（被表彰者の決定） 

第５条 被表彰者は、工事成績等に基づき、市長が決定する。 

（表彰の方法） 

第６条 表彰は、毎年度、市長が行う。 



２ 表彰は、表彰状を授与し、記念品を添えることができる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 

附 則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、改正後の第２条第１項第１号

の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則  

この要綱は、平成２７年３月１９日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２８年６月２２日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和元年５月２１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


